
砂川市告示第 10 号 
 
 砂川市会計規則（平成17年規則第31号）第28条の２第２項の規定に基づき、次の者を指定納

付受託者に指定したので告示する。 
 
 

令和５年３月１日 
 
 

砂川市長 善 岡 雅 文 
 
 
 

記 
 
（１）指定納付受託者の名称及び事務所の所在地 
   名称 SB ペイメントサービス株式会社 
   事務所の所在地 東京都港区海岸１丁目７番１号 
           東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 
（２）歳入の種類 
   寄附金（さとふる インターネットを利用して納付する「ふるさと応援寄附

金」） 
（３）指定期間（契約期間） 
   令和５年４月１日から令和６年３月31日まで 
    
 


